
菊陽町地域防災計画修正概要
項 目 等 内 容

防
災
基
本
計
画

災害を踏まえた
修正

適切な避難行動
の促進や避難情
報の発令

避難指示等の発令の判断基準等の整理

最近の施策の進展
を踏まえた修正

食物アレルギー
を有する者への
対応

アレルギーを考慮した非常食料及び生
活必需品等の確保

県
の
修
正

⾧周期振動階級の取り扱い ⾧周期振動階級発表時の対応体制

新型コロナウィルス感染症
の取り扱い ５類変更に伴う修正

町
独
自
の
修
正

組織改編による変更 災害対策本部組織の変更
総合体育館の運用
避難所の生活環境向上

避難所の拡充
無料Ｗｉｆｉ、特定公衆電話の整備

南海トラフ地震臨時情報発表時
の対応

南海トラフ地震臨時情報が発表された
場合災害対策本部（第２次配置体制）



防災基本計画

令和３年７月１日からの大雨
→適切な避難行動の促進や避難情報の適切な発令

項 目 等 記 載 内 容 該当箇所
避難指示等の発令
の判断基準
（追加記載）

避難時の周囲の状況等により、屋内に
留まっていたほうが安全な場合等やむを
得ないときは、「緊急安全確保」の判断
を明記

Ｐ４２

気象予報等の取り
扱い
（追加記載）

気象防災アドバイザーの活用
町は、避難指示等の発令に当たり、必要
に応じて気象防災アドバイザー等の専門
家の技術的な助言等を活用し、適時適切
な判断を行う。

Ｐ１１８



令和４年度 改正案
２.避難指示等の発令の判断基準の整理
町は、避難指示等（高齢者等避難、避

難指示及び緊急安全確保を総称する）を
適切なタイミングで適当な対象地域に発
令できるように、あらかじめ発令の判断
基準を定めておくものとする。

（新規）

また、平常時から災害発生時を想定した
避難シミュレーション訓練を行うなど、
発令の判断基準等が適切かどうか確認を
行うものとする。

２.避難指示等の発令の判断基準の整理
町は、避難指示等（高齢者等避難、

避難指示及び緊急安全確保を総称す
る）を適切なタイミングで適当な対象
地域に発令できるように、あらかじめ
発令の判断基準を定めておくものとす
る。
判断にあたっては、避難時の周囲の状
況等により、屋内に留まっていたほう
が安全な場合等やむを得ないときは、
「緊急安全確保」を講ずべきことにも
留意する。
また、平常時から災害発生時を想定し
た避難シミュレーション訓練を行うな
ど、発令の判断基準等が適切かどうか
確認を行うものとする。



防災基本計画
食物アレルギー、アナフィラキーショック等による重症化への対応等
→食物アレルギーを有する者への対応

項 目 等 記 載 内 容 該当箇所

（追加記載）
食物アレルギーを有する者への対応
避難所における食物アレルギーを有す

る者のニーズの把握やアセスメントの実
施、食物アレルギーに配慮した食料の確
保等に努める。

Ｐ３２



県の修正
〇⾧周期振動階級の取り扱い
→⾧周期振動階級３，４発表時の対応体制の明確化

〇新型コロナウィルスの「５類」への変更
→新型コロナウィルスを含む感染症
項 目 等 記 載 内 容 該当箇所

地震災害時の対応

⾧周期振動階級３が発表された場合
→災害対策本部自動設置
（第２次配置体制）

⾧周期振動階級４が発表された場合
→災害対策本部自動設置
（第３次配置体制）

Ｐ９７

新型コロナウィル
スの５類変更

新型コロナウィルス感染症を含む感染症
対策 →感染症対策

記入箇所
すべて



基 準 区分 体 制 主な活動内容

震度４未満 情報収集
体制

必要により
災害警戒本
部設置

・地震情報伝達・被害情報収集

震度４ 第１次
配置体制

災害警戒
本部

自動設置

・（上記活動）
・収集情報等に基づく状況分析
（会議）の実施
・応急対策等の対応（必要によ
り協定団体等への協力依頼）
・第２次配置体制への移行検討

①震度５弱
②南海トラフ地震臨
時情報が発表された
場合
③⾧周期振動階級３
が発表された場合

第２次
配置体制 災害対策

本部
自動設置

・（上記活動）
・災害復旧の対応
・各課⾧計画により関係職員は
勤務
・第３次配置体制への移行検討

①震度５強以上
②⾧周期振動階級４
が発表された場合

第３次
配置体制

・（上記活動）
・全職員による災害対応

地震発生時の勤務体制



町独自の修正

〇避難所の生活環境改善
→順次無料Wｉ-Fｉ、特定公衆電話を整備

〇南海トラフ地震臨時情報対応の明確化
→災害対策本部自動設置（第２次配置体制）
項 目 等 記 載 内 容 該当箇所

災害対策本部等
の編成
（追加記載）

統括調整部、及び各対策部として編成
し、各部の主要業務等修正、避難所開設
担任等についても現状を踏まえ修正

Ｐ９０～
９４

総合体育館の運用 避難所として１０月以降の運用及び収
容人数等修正 Ｐ３２等



〇組織改編による修正
福祉生活部（住民生活部）、保健衛生部（健康福祉部）、
経済部（産業振興部）土木部（都市整備部）等
→災害対策本部の組織修正

〇総合体育館の運用
→避難所の充実

町独自の修正

項 目 等 記 載 内 容 該当箇所
避難所の生活環境
改善

順次、無料Wi-Fi及び特設公衆電話を
避難所に整備 Ｐ４１

南海トラフ地震
臨時情報発表時の
対応

南海トラフ地震臨時情報発表された場合
災害対策本部自動設置（第２次配置体
制）

Ｐ９７


